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「
夫
婦
の
生
活
時
間
に
関
す
る
夫
婦
平
等
の
研
究
」

佐

藤

晴

彦

は
じ
め
に

【
家
族
法
に
お
け
る
夫
婦
平
等
】

【
本
稿
の
仮
説
】

Ⅰ

夫
婦
の
生
活
時
間
の
考
察

一

夫
婦
の
平
均
的
生
活
時
間

一
―
一

平
均
生
活
時
間
に
関
す
る
考
察

一
―
二
「
一

平
均
生
活
時
間
」分
析
に
対
す
る
考
察

二

雇
用
労
働
者
の
夫
婦
別
生
活
時
間

二
―
一

労
働
時
間
と
休
養
・
く
つ
ろ
ぎ
等
に
つ
い

て
の
平
日
・
日
曜
日
の
比
較

二
―
二

雇
用
形
態
別
に
見
た
夫
婦
の
生
活
時
間
に

つ
い
て
の
分
析

三

育
児
期
の
夫
婦
の
生
活
時
間

四

（
夫
婦
）
有
償
労
働
者
と
無
償
労
働
者
の
年
齢
階

級
別
比
較

四
―
一

労
働
者
の
年
齢
階
級
別
比
較

四
―
二

男
女
の
無
償
労
働
時
間
格
差
の
内
訳

結
論
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は
じ
め
に

近
年
、
少
子
化
傾
向
に
は
決
定
的
な
対
策
を
打
ち
出
せ
な
い
ま
ま
の
状
況
が
進
ん
で
い
る
。
そ
の
改
善
策
と
し
て
、
特
に
、
家
族
の
在

り
方
、
夫
婦
の
性
別
役
割
分
担
の
在
り
方
が
問
わ
れ
て
い
る
。
先
行
研
究
の
中
で
特
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
が
夫
婦
の
「
平
等
」
で
あ

る
。先

行
研
究
で
は
、
男
女
平
等
を
目
指
し
そ
れ
に
向
け
て
の
政
策
、
制
度
の
構
築
を
目
指
し
た
。
し
か
し
、
男
女
平
等
と
は
、
本
質
的
に

は
何
を
ど
う
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
解
明
し
な
い
限
り
、
家
族
政
策
の
観
点
か
ら
有
効
な
政
策
を
構
築
す
る
こ
と
は
難
し
い
だ

ろ
う
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
家
族
法
で
法
に
お
け
る
平
等
を
確
認
し
、
先
行
研
究
で
報
告
さ
れ
る
不
平
等
と
デ
ー
タ
を
も
と
に
示
唆
さ
れ
る
平
等

を
比
較
・
検
討
す
る
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
の
夫
婦
不
平
等
論
に
メ
ス
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
夫
婦
と
し
て
生
活
を
共
に
す
る
場
合
の
本
質
を
明
ら
か

に
で
き
、
少
子
化
問
題
に
対
す
る
解
決
案
、
な
ら
び
に
家
族
政
策
案
の
構
築
の
手
助
け
に
な
ろ
う
。

【
家
族
法
に
お
け
る
夫
婦
平
等
】

家
族
法
は
一
九
四
七
年
以
降
男
女
の
実
質
的
平
等
を
謳
い
、
個
人
に
関
す
る
法
律
上
の
権
利
義
務
の
発
生
・
変
更
・
消
滅
に
つ
い
て
そ

の
意
思
を
重
視
し
て
い（

１
）る。

本
稿
で
は
、
前
述
の
主
旨
、
論
証
す
べ
き
論
点
に
つ
い
て
仮
説
を
立
て
、
夫
婦
に
ま
つ
わ
る
デ
ー
タ
を
も
と
に
検
証
し
、
夫
婦
平
等
の
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結
論
に
導
き
た
い
。

【
本
稿
の
仮
説
】

先
行
研
究
で
は
、
夫
婦
は
家
庭
の
中
で
は
不
平
等
で
あ
る
と
し
て
、
平
等
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
①
す
べ
て
が
不

平
等
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
こ
と
い
う
こ
と
、
②
夫
婦
は
あ
ら
ゆ
る
点
で
平
等
を
目
指
す
の
に
は
無
理
が
あ
る
だ

ろ
う
、
と
い
う
こ
と
を
仮
説
と
す
る
。

Ⅰ

夫
婦
の
生
活
時
間
の
考
察

こ
こ
で
は
、
男
女
の
有
償
労
働
、
無
償
労
働
、
生
理
的
な
活
動
時
間
、
社
会
的
文
化
的
活
動
時
間
等
の
配
分
時
間
が
ど
の
よ
う
な
状
況

に
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
総
務
省
統
計
局
の『
社
会
生
活
基
本
調
査
』の
デ
ー
タ
を
用
い
た
、
男
女
共
同
参
画
統
計
研
究
会（
二
〇
一
五
）

の
分
析
を
考
察
す
る
。

総
務
省
統
計
局
の
『
社
会
生
活
基
本
調
査
』
で
は（「
プ
レ
コ
ー
ド
方
式
《
Ａ
》
方
式
」
を
使
っ
て
得
た
）
生
活
行
動
を
二
〇
種
類
に
分

け
、
こ
れ
を
一
次
、
二
次
、
三
次
の
活
動
に
分
類
し
た
。

男
女
共
同
参
画
統
計
研
究
会
（
二
〇
一
五
）
で
は
、
こ
の
三
次
活
動
と
さ
れ
る
「
休
養
・
く
つ
ろ
ぎ
」「
受
診
・
療
養
」
を
生
理
的
に

必
要
な
活
動
に
、
二
次
活
動
と
さ
れ
て
い
る
「
学
業
」
を
社
会
的
活
動
の
一
環
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
二
次
活
動
を
収
入
労
働
と
家
事
労

働
に
分
け
、性
別
役
割
分
業
の
状
況
を
み
よ
う
と
し
た
。各
活
動
時
間
の
呼
び
方
は「
生
理
的
時（
２
）間」「
収
入
労
働
時（
３
）間」「
家
事
労
働
時（
４
）間」

「
社
会
的
文
化
的
活
動
時（
５
）間」
と
し
、
四
大
生
活
時
間
分
類
と
し
た
。

こ
れ
ら
を
、
特
に
男
女
平
等
が
「
如
何
に
達
成
さ
れ
て
い
な
い
か
」
と
い
う
観
点
か
ら
以
下
の
順
序
で
分
析
を
進
め
た
。
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第
一
に
、
年
齢
や
世
帯
構
造
、
就
業
状
態
等
を
問
わ
な
い
平
均
生
活
時
間
（
男
女
の
生
活
時
間
の
総
平
均
）、
第
二
に
、
労
働
者
の
（
週

間
）
労
働
時
間
や
雇
用
形
態
な
ど
が
生
活
時
間
に
及
ぼ
す
影�

響�

、
第
三
に
、
育
児
期
の
共
働
き
世
代
の
夫
婦
別
家
事
・
育
児
行
動
、
第
四

に
、
無
償
労
働
者
と
有
償
労
働
者
の
性
・
年
齢
別
比
較
の
順
序
か
ら
進
め
て
い
る
。

本
研
究
で
は
こ
れ
ら
四
点
（
第
一
か
ら
第
四
）
を
考
察
し
独
自
の
視
点
か
ら
分
析
す
る
。

一

夫
婦
の
平
均
的
生
活
時
間

一
―
一

平
均
生
活
時
間
に
関
す
る
考
察

男
女
共
同
参
画
統
計
研
究
会
（
二
〇
一
五
）
は
、
ま
ず
（
年
齢
や
世
帯
構
造
、
就
業
状
態
等
を
問
わ
な
い
）
夫
婦
の
平
均
生
活
時
間
を

調
査
し
た
。
そ
の
結
果
、
男
性
の
家
事
労
働
時
間
は
増
加
し
て
い
る
が
、
今
な
お
、
性
別
役
割
分
業
が
顕
著
で
あ
り
、
日
本
の
男
性
の
無

償
労
働
時
間
は
先
進
諸
国
に
比
べ
て
極
め
て
短
い
。

男
女
共
同
参
画
統
計
研
究
会
（
二
〇
一
五
）
が
四
大
生
活
時
間
分
類
（
㋑
「
生
理
的
生
活
時
間
」
㋺
「
社
会
的
文
化
的
活
動
時
間
」
㋩

「
収
入
労
働
時
間
」
㋥
「
家
事
労
働
時
間
」
の
こ
と
）
の
観
点
か
ら
挙
げ
た
、
平
均
生
活
時
間
を
見
る
と
（
図
１
参
照
）、
女
性
は
平
日
・

日
曜
日
と
と
も
に
㋑
「
生
理
的
生
活
時
間
」
と
㋩
「
収
入
労
働
時
間
」
が
増
加
し
て
お
り
、
㋥
「
家
事
労
働
時
間
」
と
㋺
「
社
会
的
文
化

的
活
動
時
間
」
な
ど
は
減
少
し
て
い
る
。
男
性
は
平
日
・
日
曜
日
と
も
に
㋑
「
生
理
的
生
活
時
間
」
と
㋥
「
家
事
労
働
時
間
」
お
よ
び
日

曜
日
の
㋩
「
収
入
労
働
時
間
」
が
増
加
し
、
㋺
「
社
会
的
文
化
的
活
動
時
間
」
は
減
少
し
て
い
る
。

こ
の
う
ち
、
㋑
「
生
理
的
生
活
時
間
」
に
つ
い
て
は
、
男
女
と
も
に
睡
眠
と
食
事
の
時
間
が
減
り
、
身
の
回
り
の
用
事
と
休
養
・
く
つ

ろ
ぎ
の
時
間
が
増
え
て
い
る
。
㋩
「
収
入
労
働
時
間
」
の
う
ち
仕
事
の
時
間
は
、
男
女
と
も
平
日
で
数
分
減
少
し
、
日
曜
日
で
数
分
増
加
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し
て
い
る
。
㋥
「
家
事
労
働
時
間
」
で
は
、
男
性
は
増
加
傾
向
に
あ
り
平
日
で
九
分
、
日
曜
日
で
二
十
一
分
増
え
た
が
、
女
性
と
比
べ
る

と
二
〇
一
一
年
の
平
均
で
三
時
間
二
十
一
分
、
同
年
日
曜
日
で
二
時
間
四
十
九
分
も
の
差
が
あ
る
。

㋺
「
社
会
的
文
化
的
活
動
時
間
」
等
は
、
趣
味
・
娯
楽
・
移
動
の
時
間
が
増
え
る
一
方
、
テ
レ
ビ
な
ど
、
交
際
・
付
き
合
い
は
減
少
し

た
（
男
女
共
同
参
画
統
計
研
究
会
（
二
〇
一
五
、
表
６
―
１
）。

筆
者
は
前
で
取
り
上
げ
た
「
収
入
労
働
時
間
」「
育
児
時
間
」
…
「
テ
レ
ビ
・
新
聞
、
趣
味
・
娯
楽
等
」
に
つ
い
て
、
夫
と
妻
の
分
担

度
を
比
率
で
示
し
て
み
た
（
図
１
の
デ
ー
タ
テ
ー
ブ
ル
最
下
行
と
折
れ
線
グ
ラ
フ
）。
そ
の
分
担
比
率
を
考
察
す
る
と
、
収
入
労
働
や
育

児
・
家
事
、
休
養
や
く
つ
ろ
ぎ
、
睡
眠
等
の
生
活
に
つ
い
て
夫
婦
の
分
担
が
同
じ
程
度
の
も
の
が
あ
る
一
方
で
、
差
が
あ
る
も
の
が
あ
る

こ
と
に
気
付
く
。

そ
の
結
果
を
も
と
に
平
日
・
日
曜
日
ご
と
に
、
夫
婦
は
各
役
割
を
互
い
に
ど
う
評
価
し
ど
う
要
求
・
行
動
す
べ
き
な
の
か
を
考
察
し
た

い
。
ま
た
、
そ
の
た
め
に
新
た
に
ア
ン
ケ
ー
ト
す
べ
き
方
法
に
つ
い
て
も
検
討
し
た
い
。

【
平
日
に
お
け
る
夫
婦
役
割
分
担
】

○

役
割
分
担
比
率
は
三
つ
に
区
分
可
能

図
１（
１
）は
、
平
日
に
お
け
る
夫
婦
の
各
種
役
割
分
担
が
各
々
ど
の
程
度
の
時
間
を
有
し
た
か
（
棒
グ
ラ
フ
）、
ま
た
夫
婦
の
役
割
分

担
の
比
率
（
折
れ
線
グ
ラ
フ
）
で
み
る
と
ど
う
な
る
の
か
を
示
し
て
い
る
。

折
れ
線
グ
ラ
フ
の
数
値
は
、
高
さ
が
二
前
後
、
〇
・
六
〜
一
前
後
、
〇
〜
〇
・
一
前
後
の
三
つ
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
前
後

に
は
収
入
労
働
時
間
区
分
が
当
て
は
ま
り
、
夫
が
妻
よ
り
も
収
入
労
働
時
間
を
二
倍
働
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
〇
〜
〇
・
一
は
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図
１（
１）

仕
事
・
育
児
な
ど
の
夫
婦
間
役
割
と
各
比
率
（
平
日
）

資
料
）
男
女
共
同
参
画
統
計
研
究
会（
２０１５）

筆
者
作
成
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育
児
や
家
事
区
分
が
当
て
は
ま
り
、
妻
が
夫
よ
り
も
（
二
倍
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ

ど
）
か
な
り
の
時
間
を
育
児
や
家
事
に
費
や
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
前
後
は
、

「
睡
眠
時
間
」「
学
業
な
ど
の
社
会
文
化
的
活
動
」「
テ
レ
ビ
・
新
聞
・
趣
味
・
娯
楽
」

な
ど
で
あ
り
、
（
平
日
は
）
夫
婦
に
大
き
な
差
は
見
ら
れ
な
い
。

○

一
九
九
六
年
と
二
〇
一
一
年
の
比
較

こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
一
九
九
六
年
と
二
〇
一
一
年
の
違
い
を
見
る
と
、
〇
か
ら
〇
・

一
前
後
を
示
す
「
育
児
や
家
事
」
区
分
で
は
、
わ
ず
か
な
改
善
が
見
ら
れ
た
。
「
休
養

・
く
つ
ろ
ぎ
」
で
は
、
〇
・
五
八
か
ら
〇
・
九
八
の
改
善
が
あ
り
、
夫
婦
が
よ
り
平
等

に
く
つ
ろ
げ
る
時
間
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

【
日
曜
日
に
お
け
る
夫
婦
役
割
分
担
】

○

平
日
と
の
比
較

平
日
に
挙
げ
た
日
常
に
お
け
る
夫
婦
の
役
割
比
率
を
日
曜
日
で
見
て
み
る
と
、
二
前

後
の
数
値
だ
っ
た
「
収
入
労
働
時
間
」
は
一
・
七
五
に
、
〇
〜
〇
・
一
だ
っ
た
「
育
児

や
家
事
」
は
や
や
数
値
を
上
げ
、
育
児
は
〇
・
三
三
か
ら
〇
・
四
八
に
、
家
事
は
〇
・

〇
六
か
ら
〇
・
〇
九
に
上
げ
て
い
る
。
相
対
的
に
妻
が
「
収
入
労
働
を
多
く
す
る
よ
う

に
な
り
、
夫
は
「
育
児
や
家
事
」
を
わ
ず
か
に
多
く
手
伝
う
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
る
。

「男性／女性」の
具体的数値

１．９２～１．９４

０．０２～０．０９

０．５８～１

「男性／女性」の概数

２

０．１未満

１前後

収入労働時間

育児・家事時間

休養・くつろぎ、睡眠時
間、学業、テレビ・新聞
など

表１ 平均的生活時間に関する男女投入時間割合の３分類化

資料）男女共同参画統計研究会（２０１５）
筆者作成
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図
１（
２）

仕
事
・
育
児
等
の
夫
婦
間
役
割
と
各
比
率
（
日
曜
日
）

資
料
）
男
女
共
同
参
画
統
計
研
究
会（
２０１５）

筆
者
作
成
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こ
の
こ
と
か
ら
、
夫
は
日
曜
日
に
は
夫
婦
役
割
分
担
の
差
を
僅
か
な
が

ら
平
等
に
向
け
て
改
善
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
格
差
は
依
然

と
し
て
大
き
い
ま
ま
で
あ
る
。

（「
夫
婦
間
の
役
割
の
比
較
」
を
示
す
）
折
れ
線
グ
ラ
フ
で
、
一
前
後

を
示
す
項
目
「
睡
眠
時
間
」「
休
養
・
く
つ
ろ
ぎ
」「
学
業
な
ど
の
社
会

文
化
的
活
動
」「
新
聞
・
趣
味
・
娯
楽
」
の
中
で
は
、
「
休
養
・
く
つ

ろ
ぎ
」「
新
聞
・
趣
味
・
娯
楽
」
が
わ
ず
か
に
数
値
を
上
昇
さ
せ
て
お

り
、
妻
よ
り
夫
の
方
が
や
や
多
く
時
間
を
使
っ
て
い
る
が
、
概
し
て
同

じ
で
あ
る
と
言
え
る
。

○

一
九
九
六
年
と
二
〇
一
一
年
を
比
較

一
九
九
六
年
と
二
〇
一
一
年
を
比
較
す
る
と
「
労
働
時
間
」「
育
児

や
家
事
」「
学
業
な
ど
の
社
会
文
化
的
活
動
」
は
、
夫
婦
平
等
へ
微
々

た
る
改
善
を
見
せ
て
い
る
が
、
格
差
は
依
然
と
し
て
大
き
い
。
こ
れ
に

対
し
て
、
「
睡
眠
時
間
」
や
「
休
養
・
く
つ
ろ
ぎ
」
で
は
、
夫
の
方
が

や
や
多
く
の
時
間
を
と
っ
て
い
る
が
、
概
し
て
同
じ
程
度
で
あ
る
。

一
―
二

「
一

平
均
生
活
時
間
」
分
析
に
対
す
る
考
察

以
上（「
平
日
に
お
け
る
夫
婦
役
割
分
担
」
で
は
）、
先
に
平
日
に
お

１９９６年と２０１１年の比較

ほぼ変化なし

僅かに平等に向かって改
善が見られた。

（夫婦比率が０．５８から
０．９８へと）より平等にな
った。

ほぼ変化なし

平日と日曜日の比較
１．９２から１．７５へと少しでは
あるが平等化している。
０．０４から０．０９へと僅かに平
等化に改善している。
平日から日曜日へは、夫／
妻の割合が１．０２から１．０８へ
と僅かに夫が時間を多くと
っている。
平日から日曜日へは夫／妻
の割合が１．０５から１．１０と夫
が僅かに時間を多くとって
いる。

「収入労働時間」

「家事労働時間」

「生理的生活時間」

「社会的文化的活動
時間」

表２ 夫婦間にまつわる諸変数の平日と日曜の比較

資料）男女共同参画統計研究会（２０１５）
筆者作成
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け
る
夫
婦
の
生
活
時
間
比
率
を
見
て
み
た
。

表
１
に
示
し
た
よ
う
に
、
平
日
に
お
け
る
夫
婦
の
生
活
時
間
比
は
三
つ
の
タ
イ
プ
に
示
さ
れ
た
。
収
入
労
働
時
間
は
約
二
で
、
夫
は
妻

の
二
倍
の
時
間
で
収
入
を
得
る
た
め
の
労
働
を
行
っ
て
い
る
。
逆
に
、
育
児
・
家
事
時
間
は
〇
・
一
未
満
で
夫
対
妻
の
差
が
あ
り
過
ぎ
た
。

そ
れ
ら
に
対
し
て
、
休
養
・
く
つ
ろ
ぎ
、
睡
眠
時
間
、
学
業
、
テ
レ
ビ
・
新
聞
な
ど
は
一
前
後
を
示
し
、
夫
と
妻
は
同
程
度
の
時
間
を
使

っ
て
い
た
。

次（「
日
曜
日
に
お
け
る
夫
婦
役
割
分
担
」
で
は
）
に
、
日
曜
日
に
お
け
る
夫
婦
の
生
活
時
間
を
比
べ
、
そ
の
中
で
一
九
九
六
年
と
二
〇

一
一
年
の
比
較
を
行
っ
た
。

こ
こ
で
は
、
平
日
と
日
曜
日
の
比
較
結
果
（
表
２
第
二
列
目
）
と
平
日
に
つ
い
て
の
一
九
九
六
年
と
二
〇
一
一
年
の
比
較
結
果
（
表
２

第
三
列
目
）
を
見
て
み
る
。
平
日
と
日
曜
日
の
比
較
で
は
、
「
収
入
労
働
時
間
」
に
つ
い
て
は
、
平
日
か
ら
日
曜
日
に
向
か
っ
て
平
等
化

し
て
い
る
も
の
の
基
本
的
に
夫
／
妻
は
二
に
近
い
。
「
家
事
労
働
時
間
」
も
日
曜
日
に
向
か
っ
て
改
善
さ
れ
て
い
る
が
、
〇
・
一
未
満
で

あ
る
。
「
生
理
的
生
活
時
間
」「
社
会
的
文
化
的
活
動
時
間
」
は
、
ほ
ぼ
同
等
で
あ
る
も
の
の
夫
の
方
が
優
先
し
て
い
る
。

一
九
九
六
年
と
二
〇
一
一
年
の
比
較
は
平
日
を
も
と
に
比
較
し
た
。
概
し
て
変
化
は
な
か
っ
た
が
、
睡
眠
や
食
事
等
の
「
生
理
的
生
活

時
間
」
は
〇
・
五
八
か
ら
〇
・
九
八
へ
と
ほ
ぼ
対
等
に
時
間
を
取
る
よ
う
に
な
っ
た
。

二
時
点
（
平
日
と
日
曜
日
）
か
ら
夫
と
妻
を
比
較
し
て
も
、
（
一
九
九
六
年
と
二
〇
一
一
年
を
比
較
し
て
も
、
夫
は
「
収
入
労
働
時
間
」

が
長
く
、
妻
は
「
育
児
や
家
事
」
が
長
い
、
夫
婦
が
平
等
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
観
点
か
ら
は
か
な
り
格
差
が
大
き
い
。
生
理
的
生
活
時

間
」「
社
会
的
文
化
的
活
動
時
間
」
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
同
等
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

夫
婦
間
に
差
が
あ
り
、
亀
裂
が
入
り
得
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
反
対
に
、
こ
の
よ
う
な
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
の
状
況
で
も
、
多
く
の
夫

婦
関
係
は
長
く
続
い
て
い
る
こ
と
も
事
実
。
夫
婦
は
役
割
分
担
、
特
に
「
収
入
労
働
時
間
」
と
「
育
児
や
家
事
」
に
つ
い
て
の
ア
ン
バ
ラ
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ン
ス
に
つ
い
て
、
本
音
で
は
、
ど
う
捉
え
ど
う
感
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
立
場
を
も
と
に
い
く
つ
か
の
仮
説
を
立
て
、
直
に
各
夫
婦

に
尋
ね
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
す
る
必
要
性
が
あ
る
。

二

雇
用
労
働
者
の
夫
婦
別
生
活
時
間

前
節
で
は
平
均
生
活
時
間
（
男
女
の
生
活
時
間
の
総
平
均
）
に
つ
い
て
、
平
日
と

日
曜
日
の
比
較
、
一
九
九
六
年
と
二
〇
一
一
年
の
比
較
・
分
析
を
行
っ
た
。
こ
こ
で

は
、
（
二
―
一
）
生
活
全
般
か
ら
見
た
も
の
で
は
な
く
、
労
働
時
間
と
休
養
・
く
つ

ろ
ぎ
等
（
生
理
的
生（
６
）活時
間
・
社
会
的
文
化
的
生（
７
）活時
間
）
に
つ
い
て
、
平
日
と
日

曜
日
は
ど
う
違
う
の
か
、
特
に
、
（
二
―
二
）
雇
用
形
態
別
に
睡
眠
・
自
由
時
間
に

費
や
す
時
間
は
ど
う
違
う
の
か
を
夫
と
妻
別
に
、
ま
た
夫
に
対
す
る
妻
の
割
合
を
見

て
み
る
。

二
―
一

労
働
時
間
と
休
養
・
く
つ
ろ
ぎ
等
に
つ
い
て
の
平
日
・
日
曜
日
の
比
較

ま
ず
、
こ
こ
で
は
、
雇
用
労
働
者
の
労
働
時
間
を
平
日
と
日
曜
日
に
分
け
て
、
平

日
の
労
働
時
間
が
長
く
な
る
と
、
日
曜
日
の
休
養
や
く
つ
ろ
ぎ
等
の
時
間
に
与
え
る

影
響
が
ど
う
な
る
の
か
を
見
て
み
よ
う
（
図
２
）。

平
日
で
は
（
週
間
）
労
働
時
間
が
長
く
な
る
に
つ
れ
て
、
男
女
と
も
に
生
理
的
生

図２ 平日・日曜日別の総平均時間

出所）男女共同参画統計研究会（２０１５）、図６－１引用．
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活
時
間
と
社
会
的
文
化
的
活
動
時
間
な
ど
は
短
く
な
る
。
日
曜
日
で
は
、
週
間
就
業
時
間
の
長
短
に
関
わ
ら
ず
男
女
と
も
に
一
定
の
生
理

的
生
活
時
間
を
確
保
し
て
い
る
。
平
日
か
ら
日
曜
日
へ
の
違
い
を
詳
述
す
る
と
、
男
性
は
、
社
会
的
文
化
的
活
動
生
活
時
間
を
、
女
性
は

家
事
労
働
時
間
を
増
大
さ
せ
て
い
る
。
家
事
労
働
（
家
事
・
育
児
・
買
い
物
等
）
が
平
日
に
比
べ
て
日
曜
日
に
何
倍
に
な
る
か
を
見
る
と
、

週
間
就
業
時
間
三
五
時
間
未
満
の
場
合
は
女
性
で
一
・
三
倍
（
二
百
十
五
分
か
ら
二
百
八
十
四
分
）、
男
性
で
二
・
六
倍
（
二
十
七
分
か

ら
七
十
一
分
）
で
あ
り
、
週
間
就
業
時
間
六
〇
時
間
以
上
の
場
合
は
女
性
で
三
・
〇
倍
（
七
〇
分
か
ら
二
百
十
三
分
）、
男
性
で
は
一
三
・

四
倍
（
九
分
か
ら
百
二
十
一
分
）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
平
日
に
で
き
な
い
分
の
家
事
労
働
を
日
曜
日
に
行
っ
て
い
る
状
況
を
示
し
て

い
る
（
男
女
共
同
参
画
統
計
研
究
会
、
二
〇
一
五
）。

二
―
二

雇
用
形
態
別
に
見
た
夫
婦
の
生
活
時
間
に
つ
い
て
の
分
析

次
に
、
平
均
生
活
時
間
で
は
な
く
、
雇
用
形
態
に
絞
っ
て
分
析
す
る
。
雇
用
形
態
別
（
正
規
の
職
員
・
従
業
員
、
パ
ー
ト
、
契
約
社
員

別
）
に
夫
と
妻
が
費
や
し
た
時
間
の
差
を
見
て
み
よ
う
。
概
し
て
、
男
性
は
正
規
の
職
員
・
従
業
員
の
、
女
性
は
契
約
社
員
の
有
償
労
働

時
間
が
長
く
な
っ
て
い
る
。

図
３
は
、
雇
用
者
の
平
日
（
仕
事
の
あ
る
日
）
の
活
動
状
況
を
正
規
の
職
員
・
従
業
員
（
以
下
、
正
規
）、
パ
ー
ト
、
契
約
社
員
の
三

区
分
で
、
調
査
時
、
該
当
す
る
行
動
を
し
た
人
の
み
に
つ
い
て
、
見
た
も
の
で
あ
る
（
図
３
）。

正
規
の
有
償
労
働
時
間
（
本
人
ま
た
は
自
家
の
収
入
を
目
的
と
す
る
仕
事
で
あ
り
、
通
勤
時
間
も
含
む
）
を
見
る
と
、
女
性
で
九
時
間

四
十
八
分
、
男
性
で
十
一
時
間
二
十
五
分
で
あ
り
、
男
性
は
女
性
よ
り
も
多
く
、
一
日
の
半
分
近
く
を
収
入
労
働
に
費
や
し
て
い
る
。
契

約
社
員
で
は
男
性
も
女
性
も
多
く
の
時
間
を
費
や
し
て
い
る
が
、
女
性
の
契
約
社
員
で
の
労
働
時
間
は
十
時
間
四
十
一
分
で
、
正
規
・
パ

ー
ト
に
比
べ
て
長
い
（
男
女
共
同
参
画
統
計
研
究
会
、
二
〇
一
五
）。
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図
３
雇
用
形
態
別
、
男
女
行
動
者
平
均
時
間

資
料
）
男
女
共
同
参
画
統
計
研
究
会（
２０１５）

筆
者
作
成
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以
上
の
結
果
は
、
男
女
比
を
取
っ
て
み
る
こ
と
で
（
目
盛
り
は
図

３
右
側
）、
次
の
１

２

３
の
三
つ
の
ラ
ン
ク
に
特
徴
づ
け
る
こ

と
が
で
き
る
（
表
１
）。

１：

行
動
の
時
間
は
、
男
性
の
方
が
女
性
よ
り
多
い
。

２：

同
程
度
だ
が
、
男
性
の
方
が
女
性
よ
り
や
や
多
い
。

：

同
程
度
だ
が
、
女
性
の
方
が
男
性
よ
り
や
や
多
い
。

３：

女
性
の
方
が
男
性
よ
り
か
な
り
多
い
。

１
に
分
類
さ
れ
る
の
は
、
正
規
の
職
や
パ
ー
ト
、
な
ら
び
に
自

由
時
間
で
あ
る
。
男
性
の
方
が
女
性
よ
り
多
い
（
両
方
と
も
約
一
・

二
倍
）。
２
に
分
類
さ
れ
る
の
は
、
パ
ー
ト
、
契
約
社
員
に
お
け
る

個
人
的
ケ
ア
（
睡
眠
時
間
等
）（
一
・
〇
四
、
一
・
〇
八
）、
契
約
社

員
に
お
け
る
自
由
時
間
（
一
・
〇
七
）
で
あ
る
。
ま
た
、
正
規
社
員

に
お
け
る
個
人
的
ケ
ア
や
自
由
時
間
（
〇
・
九
四
、
〇
・
九
七
）
と

契
約
社
員
の
有
償
・
無
償
労
働
時
間
で
あ
る
（
〇
・
九
八
、
〇
・

九
一
）。

問
題
に
な
る
の
は
３
で
差
が
大
き
す
ぎ
る
。
こ
の
分
類
は
、
正

規
社
員
、パ
ー
ト
に
お
け
る
無
償
労
働
時
間
に
つ
い
て
で
あ
る（
〇
・

行動者平均時間

契約社員

０．９８

０．９１

１．０８

１．０７

２：

２：

２：

２：

パート

１．１９

０．２９

１．０４

１．２３

１：

３：

２：

１：

正規の職員・
従業員

１．１９

０．５０

０．９４

０．９７

１：

３：

２：

２：

行動の種類

有償労働（男性／女性）
（比率）
無償労働（男性／女性）
（比率）
個人的ケア（男性／女
性）（比率）
自由時間（男性／女性）
（比率）

表３ 雇用形態別に見た男女投入時間割合いの三分類化

注）１：男性の方が女性より多い。
２：同程度だが、男性の方が女性よりやや多い。
：同程度だが、女性の方が男性よりやや多い。

３：女性の方が男性よりかなり多い。
出所） 筆者作成
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二
九
三
）。

三

育
児
期
の
夫
婦
の
生
活
時
間

無
償
労
働
時
間
に
つ
い
て
、
夫
婦
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
さ
ら
に
見

て
み
よ
う
。
育
児
期
に
お
い
て
子
ど
も
の
い
る
共
働
き
世
帯
が
、
家

事
・
育
児
を
夫
婦
が
ど
う
分
担
し
て
行
っ
て
い
る
か
は
、
生
活
に
お

け
る
男
女
平
等
の
進
展
を
見
る
上
で
特
に
重
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

時
間
量
で
は
な
く
、
時
間
帯
別
の
行
動
者
率
（
平
日
）
で
み
る
（
図

４
）。
こ
れ
に
よ
る
と
、
夫
に
比
べ
て
妻
は
家
事
・
育
児
を
す
る
行

動
率
が
高
い
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
妻
の
家
事
の
行
動
者
率
が

高
い
時
間
帯
は
午
前
六
時
半
か
ら
七
時
台
後
半
と
午
後
六
時
か
ら
七

時
台
後
半
で
あ
る
。
妻
の
育
児
の
行
動
者
率
は
午
前
七
時
半
か
ら
八

時
半
と
午
後
四
時
か
ら
六
時
お
よ
び
八
時
か
ら
九
時
半
に
高
い
。
妻

が
出
勤
前
あ
る
い
は
帰
宅
後
に
朝
食
・
夕
食
の
準
備
や
育
児
を
多
く

担
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
夫
の
家
事
の
行
動
者
率
は
妻
ほ

ど
高
く
は
な
い
が
、
午
前
は
六
時
か
ら
七
時
台
後
半
、
午
後
は
七
時

台
に
高
ま
り
、
育
児
の
行
動
者
率
は
朝
よ
り
も
夜
の
方
が
高
い
（
男

女
共
同
参
画
統
計
研
究
会
、
二
〇
一
五
）。

図４ 時間帯別平日の共働き夫婦の家事・育児行動率

出所）男女共同参画統計研究会（２０１５） 図６－２引用
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こ
の
結
果
へ
の
対
応
策
と
し
て
は
、
職
場
の
勤
務
体
制
と
大
き

く
係
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
進
め
る
べ
き
だ
ろ
う
。

そ
の
た
め
各
企
業
に
お
い
て
勤
務
体
制
を
さ
ら
に
見
直
し
、
子
供

に
つ
い
て
の
夫
と
妻
の
役
割
分
担
が
も
っ
と
容
易
に
な
る
よ
う
に

フ
ャ
ミ
リ
ー
フ
レ
ン
ド
な
対
応
が
望
ま
れ
る
。

四

（
夫
婦
）
有
償
労
働
者
と
無
償
労
働
者
の
年
齢
階
級
別
比
較

上
述
の
よ
う
に
、
平
均
生
活
時
間
に
お
い
て
も
（
一
―
一

平

均
生
活
時
間
に
関
す
る
考
察
）、
雇
用
形
態
別
（
二
―
二

「
雇

用
形
態
別
に
見
た
夫
婦
の
生
活
時
間
に
つ
い
て
の
分
析
）、
一
日

の
時
間
形
態
別
（
三

育
児
期
の
夫
婦
の
生
活
時
間
）
に
見
て
も
、

男
性
は
有
償
労
働
時
間
が
女
性
よ
り
長
く
、
女
性
は
無
償
労
働
時

（
８
）間が
男
性
よ
り
も
長
い
。

四
―
一

労
働
者
の
年
齢
階
級
別
比
較

こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
傾
向
に
つ
い
て
全
年
齢
階
級
の
観
点
か

ら
見
て
み
よ
う
。
図
５
を
見
る
と
、
無
償
労（
９
）働と
有
償
労
働
を
合

計
し
た
全
労
働
時
間
は
二
五
〜
五
四
歳
で
男
性
が
、
そ
の
他
の
年

齢
階
級
で
女
性
が
長
い
。

図５ 性、年齢階級別全労働時間、有償労働時間、無償労働時間

出所） 男女共同参画統計研究会（２０１５） 図６－３引用
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図６ 性、年齢階級別家事時間（食事、住まいの手入れ・整理、衣類などの
手入れ、その他の家事）

出所） 男女共同参画統計研究会（２０１５） 図６－４左部分引用

図７ 性、年齢階級別家事時間、育児時間、買い物・サービスの利用時間、
ボランティア活動時間

出所） 男女共同参画統計研究会（２０１５） 図６－４右部分引用
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逆
に
、
無
償
労
働
時
間
で
は
同
じ
年
齢
階
級
で
女
性
が
長
く
、
そ
の
男
女
差
は
有
償
労
働
よ
り
大
き
い
。
女
性
は
無
償
労
働
時
間
の
中

で
も
衣
食
住
等
の
日
常
的
な
家
事
に
多
く
の
時
間
を
費
や
し
て
い
る
。

四
―
二

男
女
の
無
償
労
働
時
間
格
差
の
内
訳

上
記
の
分
析
を
さ
ら
に
以
下
の
四
つ
の
区
分
か
ら
見
て
み
る
。
す
べ
て
の
男
女
の
無
償
労
働
時
間
を
、「
家
事
時
間
」「
育
児
時
間
」「
買

い
物
・
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
時
間
」「
ボ
ラ
ン
テ
イ
ア
活
動
関
連
時
間
」
の
四
区
分
か
ら
、
性
、
年
齢
階
級
別
に
見
て
み
よ
う
（
図
６
、
図

７
）。「

家
事
時
間
」
に
つ
い
て
は
、
「
食
事
の
管
理
」「
住
ま
い
の
手
入
れ
・
整
理
」「
衣
類
の
手
入
れ
」「
そ
の
他
の
家
事
」
と
い
っ
た
内

訳
も
示
し
て
い
る
。
女
性
の
場
合
、
一
〇
か
ら
一
四
歳
を
除
く
す
べ
て
の
年
齢
階
級
で
「
食
事
の
管
理
」
に
費
や
す
時
間
が
長
い
。

「
育
児
時
間
」
は
、
育
児
を
行
う
べ
き
年
齢
層
二
五
〜
四
四
歳
で
男
性
は
短
く
、
男
女
差
が
著
し
い
。
子
ど
も
が
独
立
す
る
ま
で
の
十

数
年
間
の
育
児
を
母
親
任
せ
に
し
な
い
よ
う
に
、
子
育
て
期
の
夫
の
長
時
間
労
働
や
単
身
赴
任
を
是
正
す
る
な
ど
の
労
働
条
件
の
改
善
が

望
ま
れ
る
。

「
買
い
物
・
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
時
間
」
は

「
家
事
時
間
」
や
「
育
児
時
間
」
と
同
様
、
す
べ
て
の
年
齢
階
級
に
お
い
て
男
性
よ
り
も

女
性
が
長
い
が
、
年
齢
階
級
に
よ
る
長
短
は
さ
ほ
ど
み
ら
れ
な
い
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
時
間
で
は
男
女
同
程
度
だ
が
五
五
歳
以
上
の
年
齢
階
級
で
男
性
が
女
性
の
活
動
時
間
を
わ
ず
か
に
上
回
る
（
男
女

共
同
参
画
統
計
研
究
会
、
二
〇
一
五
）。
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結

論

〇

少
子
化
傾
向
か
ら
抜
け
出
せ
て
い
な
い
わ
が
国
に
お
い
て
、
家
族
の
中
で
夫
婦
の
性
別
役
割
分
担
の
在
り
方
が
問
わ
れ
て
い
る
。
性

別
役
割
分
業
に
つ
い
て
、
そ
の
夫
婦
の
生
活
時
間
に
は
「
差
が
あ
る
」「
差
が
あ
り
過
ぎ
る
」「
同
程
度
で
あ
る
」
項
目
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
る
。

詳
述
す
る
と
、

○

「
一

夫
婦
の
平
均
的
生
活
時
間
」「
二

雇
用
形
態
別
に
見
た
夫
婦
の
生
活
時
間
」
の
ど
ち
ら
の
節
か
ら
見
て
も
、
夫
婦
の
生
活

に
お
け
る
役
割
分
担
の
差
は
大
き
か
っ
た
。
従
っ
て
、
仮
説
「
①
す
べ
て
が
不
平
等
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
」
で

は
、
確
か
に
不
平
等
部
分
が
あ
る
こ
と
は
、
確
認
さ
れ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
本
稿
で
は
夫
婦
の
平
等
・
不
平
等
の
程
度
に
、
「
男
性
の
方
が
女
性
よ
り
多
い
」「
同
程
度
だ
が
、
男
性
の
方
が
女
性

よ
り
や
や
多
い
、
あ
る
い
は
同
程
度
だ
が
、
女
性
の
方
が
男
性
よ
り
や
や
多
い
」「
女
性
の
方
が
男
性
よ
り
多
い
」
の
ほ
ぼ
三
つ
が
あ
る

こ
と
を
発
見
し（

１０
）た（
表
１
・
表
３
）。

「
一

夫
婦
の
平
均
的
生
活
時
間
」
に
つ
い
て
ま
と
め
た
、
表
１
で
は
「
男
性
の
方
が
女
性
よ
り
多
い
」
に
分
類
さ
れ
る
の
は
「
収
入

労
働
時
間
」、
逆
に
「
女
性
の
方
が
男
性
よ
り
多
い
」
に
は
、
「
育
児
・
家
事
時
間
」
が
、
同
程
度
の
区
分
に
は
、
「
休
養
・
く
つ
ろ
ぎ
、

睡
眠
時
間
、
学
業
、
テ
レ
ビ
・
新
聞
な
ど
」
が
挙
げ
ら
れ
た
。

「
二

雇
用
形
態
別
に
見
た
夫
婦
の
生
活
時
間
」
に
つ
い
て
ま
と
め
た
表
３
で
も
「
男
性
の
方
が
女
性
よ
り
多
い
」
に
分
類
さ
れ
る
の

は
「
収
入
労
働
時
間
」
で
、
「
女
性
の
方
が
男
性
よ
り
多
い
」
に
は
、
家
事
や
育
児
が
挙
げ
ら
れ（

１１
）る。
同
程
度
の
区
分
に
は
、
「
睡
眠
時
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間
」「
学
業
（
収
入
労
働
時
間
）
な
ど
の
社
会
文
化
的
活
動
」「
テ
レ
ビ
・
新
聞
・
趣
味
・
娯
楽
」
が
挙
げ
ら
れ
た
。

つ
ま
り
、
夫
婦
に
差
が
あ
る
（
収
入
労
働
時
間
）
の
は
仕
方
が
な
い
が
、
家
事
や
育
児
に
つ
い
て
は
差
が
あ
り
す
ぎ
る
。
一
方
、
「
睡

眠
時
間
」「
学
業
な
ど
の
社
会
文
化
的
活
動
」「
テ
レ
ビ
・
新
聞
・
趣
味
・
娯
楽
」
に
つ
い
て
は
、
同
程
度
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
ま

た
同
程
で
あ
る
の
が
望
ま
し
い
と
言
え
る
こ
と
を
挙
げ
た
い
。

従
っ
て
、
仮
説
「
②
夫
婦
は
あ
ら
ゆ
る
点
で
「
平
等
」
を
目
指
す
の
は
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
本
来
夫
婦
が
あ
る
べ
き
姿
は
、

夫
婦
別
々
に
役
割
分
担
を
な
す
べ
き
で
は
な
い
か
」
に
つ
い
て
は
、
夫
婦
に
差
が
あ
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
（
本
来
の
役
割
だ
か
ら
）
仕

方
な
い
。
そ
し
て
表
１
と
表
３
の
夫
婦
役
割
（
収
入
労
働
時
間
と
家
事
や
育
児
）
か
ら
分
担
を
全
く
平
等
に
す
る
の
に
は
無
理
が
あ
る
と

言
え
る
。
本
来
、
求
め
ら
れ
て
い
る
夫
婦
役
割
に
応
じ
て
分
担
す
べ
き
で
あ
る
。

〇

以
上
、
本
稿
と
し
て
、
夫
婦
が
す
べ
て
の
面
で
平
等
に
す
べ
き
だ
と
す
る
の
は
難
し
く
本
筋
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
各
夫
婦
が
各
や

り
方
で
、
収
入
労
働
時
間
と
家
事
育
児
の
役
割
を
分
担
し
な
が
ら
調
整
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
提
言
と
す
る
。
夫
婦
に
は
別
々
の
役
割
分

担
が
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
役
割
を
進
め
た
方
が
現
実
的
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

近
年
、
専
業
主
婦
の
割
合
が
減
少
し
、
妻
の
就
業
割
合
が
増
加
す
る
中
、
一
方
的
に
妻
に
収
入
労
働
と
家
の
中
の
家
事
・
育
児
の
二
重

負
担
を
強
い
る
の
は
望
ま
し
く
な
い
。
差
が
あ
り
す
ぎ
る
点
に
関
し
て
は
夫
婦
の
話
し
合
い
に
よ
っ
て
是
正
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
れ
を
手
助
け
す
る
の
が
企
業
の
勤
務
体
制
で
あ
る
。
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
、
短
時
間
正
社
員
制
度
な
ど
を
企
業
側
は
積
極
的
に
構

築
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

「
睡
眠
時
間
」「
学
業
（
収
入
労
働
時
間
）
な
ど
の
社
会
文
化
的
活
動
」「
テ
レ
ビ
・
新
聞
・
趣
味
・
娯
楽
」
は
同
程
度
の
区
分
に
挙
げ

ら
れ
た
が
、
同
程
度
を
確
保
で
き
な
い
夫
婦
に
つ
い
て
ど
う
な
る
の
か
を
Ｔ
Ｆ
Ｒ
と
の
関
連
か
ら
都
道
府
県
の
デ
ー
タ
を
基
に
し
た
研
究

（
本
稿
に
つ
づ
く
研
究
）
で
報
告
し
た
い
。
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ま
た
、
収
入
労
働
時
間
と
家
事
育
児
の
役
割
に
か
な
り
の
差
が
あ
る
場
合
、
各
夫
婦
は
相
手
に
対
し
、
（
家
計
が
成
り
立
ち
、
生
活
が

で
き
る
場
合
）
ど
う
評
価
で
き
、
で
き
な
い
の
か
（
我
慢
で
き
る
の
は
ど
こ
ま
で
で
、
で
き
な
い
部
分
は
ど
の
点
か
）
に
つ
い
て
、
さ
ら

に
調
査
し
た
い
。

【
参
考
文
献
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・
井
田
歩
美
（
二
〇
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三
）「
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『
母
親
の
育
児
困
難
感
』
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概
念
分
析
」『
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マ
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ケ
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研
究
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』
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四
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、
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三
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〇
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。

・
加
藤
容
子
（
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〇
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ク
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司
順
一
・
千
賀
悠
子
・
加
賀
博
仁
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Ⅲ
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司
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Ⅳ
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潤
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。

・
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問
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研
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所
編
集
（
二
〇
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成
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生
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〇
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取
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一
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）『
子
供
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持
つ
た
め
に
何
が
必
要
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、
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て
求
め
ら
れ
る
支
援
と
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？
』（
有
）
ア
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ト
ヴ
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ジ
、
八
九
―
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九
頁
。

・
佐
藤
晴
彦
（
二
〇
一
三
）「
出
産
意
図
に
関
わ
る
子
育
て
時
の
不
安
・
ス
ト
レ
ス

―
―
先
行
研
究
と
本
研
究
に
よ
る
調
査
結
果
の
比
較
―
―
」
平
成
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法
政
研
究
一
八
巻
一
号
、
六
九
―
一
〇
六
頁
。

・
佐
藤
晴
彦
（
二
〇
一
六
）「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
と
出
会
い
・
交
際
間
に
ま
つ
わ
る
研
究
」

『
平
成
国
際
大
学
論
集
』
№
二
一

・
佐
藤
晴
彦
（
二
〇
一
七
）「
近
年
の
社
会
・
経
済
状
況
と
社
会
保
障
の
課
題
点
」
平
和
政
策
研
究
。

・
佐
藤
博
樹
（
二
〇
〇
九
）「
人
事
戦
略
と
し
て
の
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
支
援
」『
子
育
て
支
援
シ
リ
ー
ズ

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

仕
事
と
子
育
て
の
両
立
支
援
』
ぎ
ょ
う
せ
い
、
三
―
二
九
頁
。

・
三
冬
社
編
集
部
（
二
〇
一
一
）『
少
子
高
齢
社
会
総
合

統
計
年
報
二
〇
一
二
―
二
〇
一
三
』
株
式
会
社

三
冬
社
、
三
一
九
―
三
二
四
頁
。

・
汐
見
和
恵
（
二
〇
一
〇ａ
）「
乳
幼
児
の
子
育
て
と
親
の
悩
み
・
不
安
」
松
田
茂
樹
、
他
『
揺
ら
ぐ
子
育
て
基
盤
』
勁
草
書
房
、
三
九
―
六
〇
頁
。

・
品
田
知
美
（
二
〇
一
〇ａ
）「
親
の
育
て
か
た
と
子
ど
も
の
育
ち
」
松
田
茂
樹
・
汐
見
和
恵
・
品
田
知
美
・
末
盛
慶
『
揺
ら
ぐ
子
育
て
基
盤
』
勁
草
書
房
、

一
七
―
三
八
頁
。

・
品
田
知
美
（
二
〇
一
〇
ｂ
）「
居
住
環
境
と
親
子
生
活
」
松
田
茂
樹
・
汐
見
和
恵
・
品
田
知
美
・
末
盛
慶
『
揺
ら
ぐ
子
育
て
基
盤
』
勁
草
書
房
、
一
七
―

三
八
頁
。

・
篠
塚
英
子
・
永
瀬
伸
子
（
二
〇
〇
八
）『
少
子
化
と
エ
コ
ノ
ミ
ー

パ
ネ
ル
調
査
で
描
く
東
ア
ジ
ア

（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
第
三
巻
）』

二
四
五
―
二
六
二
頁
。

・
志
水
紀
代
子
（
二
〇
〇
七
）『
家
族
の
論
理
学
』
丸
善
株
式
会
社
。

・
男
女
共
同
参
画
統
計
研
究
会
（
二
〇
一
五
）『
男
女
共
同
参
画
統
計
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
―
日
本
の
女
性
と
男
性
―
二
〇
一
五
』
株
式
会
社
ぎ
ょ
う
せ
い
、

五
五
―
七
四
、
八
九
―
一
〇
二
頁
。

・
常
岡
史
子
（
二
〇
一
一
）『
は
じ
め
て
の
家
族
法
』
成
文
堂
。

・
内
閣
府
（
二
〇
一
一
）『
平
成
二
三
年
版

子
ど
も
・
子
育
て
白
書
』
勝
美
印
刷
株
式
会
社
、
二
〇
―
三
九
、
六
八
―
七
〇
頁
。

・
内
閣
府
（
二
〇
一
六
）『
少
子
化
社
会
対
策
白
書
（
平
成
二
八
年
版
）』日
経
印
刷
株
式
会
社
、
八
一
―
八
二
、
八
八
―
九
四
、
一
一
三
―
一
一
六
頁
。

・
中
田
雅
敏

（
二
〇
一
一
）『
家
庭
は
子
ど
も
の
教
育
の
原
点

家
族
の
再
生
の
た
め
に
』
勉
誠
出
版
。

・
中
田
雅
敏
（
二
〇
一
四
）『
教
育
改
革
の
ゆ
く
え
』
新
典
社
。

・
西
村
洋
子
（
二
〇
〇
四
）『
変
化
す
る
社
会
と
家
族
の
役
割
・
価
値
―
―

生
命
の
尊
厳
・
平
和
と
共
存
の
文
化
・
社
会
の
礎
は
家
族
に
始
ま
る
―
―
』

学
文
社
。

・
牧
野
カ
ツ
子
（
一
九
八
一
）「
育
児
に
お
け
る
〈
不
安
〉
に
つ
い
て
」『
家
庭
教
育
研
究
所
紀
要
』
二
。
四
二
―
五
一
頁
。

・
牧
野
カ
ツ
子
（
一
〇
八
二
）「
乳
幼
児
を
持
つ
母
親
の
生
活
と
〈
育
児
不
安
〉」『
家
庭
教
育
研
究
所
紀
要
』
三
。
三
四
―
五
六
頁
。
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・
牧
野
カ
ツ
子
・
中
西
雪
夫
（
一
九
八
五
）「
乳
幼
児
を
も
つ
母
親
の
育
児
不
安：

父
親
の
生
活
お
よ
び
意
識
と
の
関
連
」
家
庭
教
育
研
究
所
紀
要
、
六
、

一
一
―
二
四
頁
。

・
松
田
茂
樹
（
二
〇
〇
八
）『
何
が
育
児
を
支
え
る
の
か
』
勁
草
書
房
、
六
一
―
八
三
、
八
五
―
一
一
五
頁
。

【
注
】

（
１
）
家
族
法
は
以
下
の
よ
う
に
成
り
立
っ
て
き
た
（
常
岡
、
二
〇
一
一
）。

【
家
族
法
の
変
遷
】

現
在
の
民
法
の
中
の
親
族
編
・
相
続
編
を
一
般
に
家
族
法
と
言
う
。
一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
に
施
行
さ
れ
た
民
法
典
（
い
わ
ゆ
る
明
治
民
法
）

が
、
一
九
四
七
（
昭
和
二
二
）
年
に
大
改
正
さ
れ
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
明
治
民
法
で
は
、
「
家
」
制
度
を
そ
の
根
幹
と
し
、
戸
主
が
長
と
し
て

他
の
家
族
構
成
員
を
統
率
し
て
「
家
」
を
維
持
す
る
と
い
う
家
父
長
制
的
家
族
の
考
え
方
を
と
っ
て
い
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
憲
法
二
四
条
の
謳
う
「
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的
平
等
」
の
理
念
の
も
と
、
全
面
的
な
改
正
を
受
け
、
そ
こ
で
は
、

「
家
」
や
戸
主
の
制
度
が
廃
止
さ
れ
て
、
夫
婦
と
そ
の
子
か
ら
な
る
家
族
を
念
頭
と
し
た
規
定
が
置
か
れ
た
。
な
お
、
一
九
四
七
年
以
降
も
男
女
の

実
質
的
平
等
や
子
ど
も
の
福
祉
の
実
現
と
い
っ
た
社
会
の
要
請
を
受
け
て
、
親
族
編
の
改
正
が
行
わ
れ
た
。

【
家
族
法
の
仕
組
み
】

民
法
で
は
、
夫
婦
関
係
（
婚
姻
、
離
婚
）、
親
子
関
係
（
実
子
・
養
子
、
親
権
）
等
、
家
族
法
の
仕
組
み
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
ル
ー
ル
を

定
め
て
い
る
。

（
一
）
意
思
の
重
視

民
法
は
、
個
人
に
関
す
る
法
律
上
の
権
利
義
務
の
発
生
・
変
更
・
消
滅
に
つ
い
て
そ
の
意
思
を
重
視
し
、
意
思
に
基
づ
い
た
自
由
な
法
律
関
係

の
形
成
を
認
め
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
人
は
み
な
自
由
で
平
等
で
あ
り
、
自
律
的
に
合
理
的
な
判
断
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い

る
。

（
二
）
当
事
者
の
協
議
に
よ
る
解
決

家
族
に
関
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
、
法
律
は
可
能
な
限
り
ま
ず
当
事
者
ら
の
話
し
合
い
に
よ
っ
て
解
決
し
、
そ
の
よ
う
な
話
し
合
い
が
で
き
な

い
場
合
で
も
、
通
常
の
簡
易
裁
判
所
や
地
方
裁
判
所
で
は
な
く
家
事
事
件
を
専
門
に
扱
う
家
庭
裁
判
所
が
当
事
者
ら
の
意
向
を
汲
み
な
が
ら
解
決

を
出
す
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
る
。

（
三
）
家
族
の
保
護
・
生
活
の
保
障
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家
庭
は
、
弱
い
立
場
に
あ
る
家
族
を
保
護
・
育
成
す
る
場
で
あ
り
、
家
族
法
は
そ
の
法
的
な
実
現
を
支
え
る
も
の
と
い
え
ま
す
。

以
上
の
よ
う
に
、
家
族
法
は
、
個
人
の
意
思
の
尊
重
と
制
度
と
し
て
の
機
能
の
両
側
面
か
ら
、
私
た
ち
の
家
族
生
活
を
規
律
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。
家
族
観
が
多
様
化
し
て
き
て
い
る
現
代
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
か
一
方
の
目
的
に
偏
る
こ
と
な
く
、
た
と
え
ば
夫
婦
関
係
に
お
い
て
は
男
女
の

平
等
と
と
も
に
各
自
の
自
立
を
、
親
子
関
係
に
お
い
て
は
子
の
保
護
・
育
成
と
と
も
に
権
利
の
主
体
と
し
て
の
子
を
念
頭
に
お
い
た
法
の
解
釈
・
適

用
が
、
重
要
と
な
る
。

（
２
）「
休
養
・
く
つ
ろ
ぎ
」「
受
診
・
療
養
」
を
生
理
的
に
必
要
な
活
動
に
要
す
る
時
間
を
こ
こ
で
は
「
生
理
的
時
間
」
と
し
た
。

（
３
）
収
入
労
働
に
要
す
る
時
間
を
こ
こ
で
は
「
収
入
労
働
時
間
」
と
し
た
。

（
４
）
家
事
労
働
に
要
す
る
時
間
を
こ
こ
で
は
「
家
事
労
働
時
間
」
と
し
た
。

（
５
）
学
業
の
時
間
を
こ
こ
で
は
社
会
文
化
的
時
間
と
し
た
。

（
６
）
休
養
・
く
つ
ろ
ぎ
、
受
診
・
療
養
。

（
７
）
学
業
。

（
８
）
労
働
に
は
報
酬
が
支
払
わ
れ
る
有
償
労
働
と
報
酬
が
支
払
わ
れ
な
い
無
償
労
働
と
が
あ
る
。
無
償
労
働
に
は
家
庭
内
の
私
的
な
労
働
で
あ
る
家
事

労
働
と
社
会
的
な
労
働
で
あ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
が
あ
る
。
個
人
、
家
族
、
地
域
そ
し
て
社
会
は
有
償
労
働
と
無
償
労
働
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
て
い
る
。

（
９
）
こ
こ
で
は
二
〇
一
一
年
『
社
会
生
活

基
本
調
査
』
の
ア
フ
タ
ー
コ
ー
ド
方
式

（
Ｂ
票
）
に
よ
る
デ
ー
タ
の
う
ち
、
家
事
時
間
、
育
児
時
間
、

買
い
物
・
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
時
間
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
関
連
時
間
の
四
つ
を
無
償
労
働
時
間
と
し
て
扱
う
。

（
１０
）
契
約
社
員
の
労
働
時
間
で
は
女
性
の
方
が
長
い
こ
と
は
意
外
で
あ
っ
た
が
（
表
３
、
男
性
／
女
性：

〇
・
九
八
）。

（
１１
）
妻
の
家
事
や
育
児
時
間
は
朝
と
夕
方
に
集
中
し
て
い
る
。
特
に
育
児
に
つ
い
て
、
子
育
て
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
二
五
歳
か
ら
五
四
歳
に
お
い

て
男
性
の
負
担
の
低
さ
が
目
立
っ
た
。


